
Ⅲ 教育課程編成・実施の現状と課題  

 １ 各種教育について 

○：良好な点 ◇：次年度に向けて取り組んでほしい点  

(1) 志教育 

① 小学校段階における取組 

 ○ 生活科や総合的な学習の時間，特別活動において，地域人材を活用した実践及び体  

験活動が多く見られる。 

◇ 「みやぎの先人集『未来への架け橋』（第１集・第２集）」の活用を年間指導計画

に位置付け，道徳科で活用しようとしている。今後より一層の組織的・計画的な実践

が求められる。 

   

② 中学校段階における取組 

 ○ 志教育の３つの視点（「かかわる」「もとめる」「はたす」）を踏まえながら，小

・中・高等学校及び地域との連携を図ったり，施設の活用や伝統行事に関わる人材と

の交流を推進したりすることで，将来に向けて地域社会の中で自分が果たすべき役割

を強く意識させることができた中学校区も見られる。  

 ○ ボランティア活動，生徒会活動，職場体験学習や職業調べ等，福祉教育やキャリア教  

育との関連を図った実践が多く見られる。 

 ○ 修学旅行や校外学習において，地域のよさを紹介したり，地域に伝わる伝統芸能を  

披露したりすることを通して，地域の一員としての役割や責任を考えさせる態度を育  

もうとする（計画する）学校が見られる。  

③ 「みやぎの志教育」の推進に当たって  

 ○ 全ての学校において，全体計画を作成し，組織的に志教育の推進に努めている。  

 ○ 「志教育」の３つの視点から，志教育担当教諭を中心として，全体計画や年間指導

計画の見直しを図り，志教育の充実に向けた改善に取り組んでいる。  

  ◇ コロナ禍の中，異校種や地域との連携を図り，実態に応じた取組を可能な限り推進

することや自己の成長を振り返る資料（志シートやキャリア・パスポート）の一層の

活用が求められる。 

＜参考となる資料等＞ 

 ・「第２期 宮城県教育振興基本計画」  宮城県・宮城県教育委員会 H29.3 

 ・「夢をはぐくみ志に高めるみやぎの志教育プラン」宮城県教育委員会 H22.11 

 ・「志教育リーフレット」            宮城県教育委員会 R2.2 

 ・「キャリア・パスポート」例示資料等について     文部科学省 H31.3 

 ・「志シート」                 宮城県教育委員会 H26.9 
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 (2) 学ぶ土台づくり  

① 保幼小の連携と小学校への円滑な接続 

 ○ 保幼小連携として交流活動や相互の保育・授業参観の実施，合同の研修会や意見交換

会を通して相互理解を計画的に行っている園・小学校が多く見られる。特に，教育上特別

な配慮を必要とする幼児の情報共有が丁寧に行われている。  

 ◇ 幼児期の育ちや学びが小学校の生活や学習で生かされてつながるよう，互いの教育内容

や指導方法の違い，共通点について理解を深めるなど，「アプローチカリキュラム」「ス

タートカリキュラム」の内容の充実が望まれる。 

② 将来の「親」育て 

 ○ 中学校家庭科において，幼児の発達やそれを支える家族の役割，幼児との関わり方を考

え，工夫することをねらいとした授業が実践されている。 

③ 親自身の学びや育ちの支援と望ましい基本的生活習慣の在り方の啓発 

 ○ 各園・小学校において，「宮城県幼児教育推進指針みやぎの学ぶ土台づくり」の理解に

努め，関係機関（県・各市町家庭教育支援チーム等）と連携し，親子間の愛着形成の促進

や基本的生活習慣の確立，豊かな体験活動による学びの促進，幼児教育の充実のための環

境づくりに向けた研修会などに取り組んでいる。 

 ○ 各園・小学校において，「はやね・はやおき・あさごはん」や「ルルブル」の推進等を通じ

て幼児や児童，保護者の意識を高める取組が積極的に展開されている。 

④ 人と関わる体験の充実 

 ○ コロナ禍での状況を踏まえ，各園・小学校においては，地域の農作物の栽培・収穫体験

や読み聞かせ会，伝承遊びの体験など，感染症対策を講じながら内容を工夫し，地域の人

との異世代交流に取り組んでいる。 

＜参考となる資料等＞ 

 ・「宮城県幼児教育推進指針みやぎの学ぶ土台づくり」 宮城県教育委員会  R3.3月 

・「保幼小接続期カリキュラムの実践に向けて」    宮城県教育委員会 R4.3月改定 

・「保幼小接続期カリキュラムの実践に向けて」＜資料編＞ 

                           宮城県教育委員会  R4.3月改定 
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(3) 防災教育 

① 発達の段階に応じた防災教育の推進 
 ○ 「みやぎ学校安全基本指針」を基に学校安全指導計画が作成され，学校全体での安  

全指導体制が整備されている。 
 ◇ 「みやぎ防災教育副読本『未来へのきずな（絆）』」の活用を教科・領域の年間指

導計画に位置付け，発達の段階を踏まえて活用することが更に求められる。 
 ◇ 「みやぎ学校安全基本指針」「第２次みやぎ学校安全推進計画」に基づき，安全・

安心な学校生活が送れるよう校内体制の整備を図るとともに，児童生徒自らが危険を
予知し回避する力を身に付けられるように，防災教育の一層の推進が求められる。 

② 校内組織体制の整備 
 ○ 安全点検を教師と児童が行い，児童の気付きを尊重しつつ校舎への愛着を深めてい

る学校が見られる。 
 ◇ 「みやぎ学校安全基本指針」を踏まえ，防災主任が中心となり，計画的に避難訓練  

等を実施し，学校安全計画や危機管理マニュアル等の見直しを継続的に図ることが求
められる。 

③ 教職員の共通理解と校内研修の実施 
 ◇ 防災に関する研修会等を校内研修に計画的に位置付け，学校安全計画や危機管理マ  

ニュアルが，地域の災害特性に合った実効性のあるものになるよう見直しを図るな
ど，危機管理意識の更なる向上が求められる。 

 ◇ 外部での研修会等で学んだことを校内で積極的に伝講し，共有化を図って自校化に
つなげることが求められる。 

④ 家庭，地域，関係機関との連携した取組 
 ○ 幼児児童生徒の安全を確保するため，様々な事件や事故，自然災害を想定し，家庭，  

地域，近隣学校，関係機関が連携し，避難訓練や保幼小中合同で引渡し訓練を行って  
いる園・学校が見られる。 

 ○ 総合的な学習の時間や学校行事などで，課題意識を持って被災地域を訪問し，継続
的に防災教育に取り組んでいる学校が見られる。 

 ◇ 登下校中や学校管理下外での災害も想定し，家庭，地域，近隣学校，関係機関と連  
携して，地域の危険箇所や避難場所を確認するなどの取組が一層求められる。 

＜参考となる資料等＞ 

 ・「第２次みやぎ学校安全推進計画」        宮城県教育委員会 R4.10 

 ・「学校防災マニュアル見直しの手引き」      宮城県教育委員会 R4.3 

・「学校防災マニュアル作成ガイド（改訂版）」   宮城県教育委員会 R4.3 

 ・「みやぎ学校防災ポータルサイト『みやぼう』」  宮城県教育委員会  HP 

 ・「みやぎ防災教育副読本『未来へのきずな（絆）』」宮城県教育委員会 

 ・「みやぎ学校安全基本指針【追補版】」      宮城県教育委員会 R3.4 

 

(4) 心の教育 

① 心の復興を目指した心の教育の充実 
 ○ 児童生徒の心の変化や状況を積極的に把握し，スクールカウンセラー活用を含め，

組織的に対応するための体制がつくられている。 
 ○ 道徳科を要として，各教科等との関連を図りながら，教育活動全体を通した道徳教

育を推進し，児童生徒の道徳性の育成に努めている。 
 ○ 人権に配慮した教室環境や言語環境の整備に努め，児童生徒の自己存在感や自己肯

定感を高めようとしている。 
② 豊かな心を育むための活動の充実 
 ○ 教育活動全体で取り組んでいる志教育の推進が，豊かな心を育むための特色ある実  

践につながっている。 
 ○ 思いやりや共生の心を育むために，児童生徒主体の取組の推進に努めている。 
 ○ 特別活動や総合的な学習の時間などで，人や自然と関わる体験活動等を取り入れ，

豊かな心を育む指導の充実に努めている。 
 ○ コロナ禍の中ではあるが，様々な教育相談的手法を取り入れ，児童生徒の対話的な活動

を促し，コミュニケーションの機会と能力の育成を図っている。 
③ 家庭及び地域社会との連携 
 ○ 家庭及び地域社会の教育資源を学校教育に取り入れ，道徳性の涵養及び豊かな心の

醸成を図ろうとしている。 
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(5) 生徒指導  

① 実態に即した心のケアと校内体制の確立 
 ○ いじめや不登校，問題行動，児童虐待等については，未然防止や初期対応だけ

でなく，「魅力ある学校づくり」に向けた研修等を教職員で深め，関係機関との
連携を図りながら，指導体制を強化している。  

 ○ いじめへの対応として，計画的な教育相談活動，アンケート調査等により，早
期発見，積極的な認知に努めており，組織で情報を共有し対応することによって，
いじめ重大事態を未然に防いでいる。 

 〇 スクールロイヤー活用事業についての周知，活用が進んでいる。  

◇ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー，訪問指導員等をケース
会議に参加させることにより，実効性のあるアセスメントを行い，個別の支援計
画を基に対応に当たることが求められる。  

 ◇ 不登校児童生徒については，心のケアハウスやけやき教室等の適応指導教室や
民間のフリースクール，不登校支援員ネットワーク事業の訪問指導員等と積極的
に情報を共有し，組織的な支援につなげることが求められる。 

② 豊かな人間関係の育成と社会的に自立する力を育む生徒指導の推進 
 ○ 基本的生活習慣の育成を目指し，各月や学年ごとに具体的な指導事項を設定

し，全教職員が共通理解を図りながら取り組んでいる。 
 ○ 日常の係や委員会等の活動に主体的に取り組ませ，児童生徒の主体的・自律的

な態度の育成に努めている。  

 〇 地域交流活動，奉仕活動，自然体験活動等を充実させ，他人から認められる体
験を通して，自己有用感を持たせる工夫をしている。  

 〇 全ての学校で，学校だよりまたはホームページ等で教育活動等の情報を積極的
に家庭や地域社会に発信している。  

 〇 児童生徒の生徒指導上の諸問題について，近隣の小・中学校や関係機関と連携
を図っている。  

 ◇ ＳＮＳ等に関連した問題が複雑化，広域化しているため，学校における情報モ
ラル教育との関連を図るとともに，保護者へのフィルタリングの利用等の啓発
等，家庭や関係機関と連携し，適切な活用の仕方について理解を深めていくこと
が求められる。 

③ いじめ・不登校等への適切な対応 
 ◇ いじめ，不登校，暴力行為等の未然防止に向け，分かる授業づくりや児童生徒

の自己有用感，規範意識を育てる積極的な指導が望まれる。  

 ◇ いじめ・不登校支援担当者を中心にしたチーム会議を実施することによって，
個別の支援計画を基に支援方法や役割分担を明確にし，組織で効果的ないじめの
対応と不登校支援に努めることが望まれる。  

 ◇ いじめの行為が止んでも，相当期間（少なくとも３か月）は見守るとともに，
相当期間が経過し「解消」と判断した後も，支援を継続することが必要である。  

 ◇ いじめは，どの子供にも起こり得るという認識の下，いじめを積極的に見付け
ようという意識を持ちながら，「いじめ零」ではなく「いじめ見逃し零」を目指
すことを教職員で共通理解し，教育活動に取り組むことが必要である。  

 ◇ いじめを認知していない学校にあっては，いじめ認知が零であることを児童生
徒や保護者に公表することによって，検証を行い，認知漏れがないかを確認する
ことが必要である（文部科学省通知 30 初児生第 20 号）。 

 ◇ 小・中学校とも不登校が増加している。前年度不登校及び不登校傾向があった
児童生徒については，情報を組織で共有し，社会的自立を目指すために，多様な
学びの機会が得られる情報を提供することが求められる。 

 ◇ 虐待案件が増加している。「子どもを守る」という意識を教職員全員が持ちな
がら，文科省「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」を活用することによ
って，早期に発見し，関係機関との連携を深め，対応することが求められる。  

＜参考となる資料等＞ 

 ・Ｐ８の「３ 学校課題に係る話合い（４）参考となる資料等」を参照 
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(6) 体力向上と健康・安全教育 

① 学校における体力向上 

○ 運動の楽しさを味わうことができるようにするために，それぞれの運動の特

性や魅力を味わわせる指導や，仲間の考えや取組を練習やゲームのルールに取

り入れるなどの実践が見られる。 

○ 体力・運動能力調査の結果を踏まえ，具体的な個人の目標を設定させるとと

もに，授業に投げる動きや柔軟性を高める運動を取り入れたり，授業以外の時

間等を活用して持久走等に取り組ませたりするなど，改善に向けた取組を日常

的に継続している学校が見られる。ウェブなわとび大会へ積極的に参加して，

児童自ら主体的に運動に取り組んでいるなどの様子も見られる。 

○ 大学と連携して，児童生徒の体力向上に向けた研修会を行い，それを生かし

た取組を自校の体力向上計画に生かし実践しようとしている。 

◇ 自校の課題を明確にし，課題解決に向けた対策等を全教職員で共有し，体力

向上のためにＰＤＣＡサイクルを意識した取組が求められる。 

② 学校保健 

 ○ 児童生徒の心身の健康への興味・関心，意識を高めるために，感染症防止を

含めた学校の健康課題や，季節に応じた掲示物等を作成したり活用したりして，

保健指導の充実に努めている。 

○ 性に関する指導に関しては，助産師を講師に招き，専門的な視野から発達段

階に合わせて指導をいただく取組が見られる。男女一緒に授業を行うことで，

互いの性の違いについて深く学ぶことにつながっている。 

◇ 基本的な生活習慣の乱れや児童生徒の心身の健康課題については，家庭や関

係機関との連携を図り，一層の指導の充実が求められる。 

③ 学校安全 

 ○  「みやぎ学校安全基本指針」等に基づき，各園・学校において学校安全の３

領域を踏まえた学校安全計画が策定され，様々な場面を想定した避難訓練の実

施，地域・家庭と連携した防犯・防災に関する取組等の充実を図っている。 

 ◇  危機管理マニュアルは，新型コロナウイルス感染症や近年の豪雨災害，熱中

症等への対応なども含め，家庭や地域，自治体の防災担当部局，近隣学校間と

の連携も図りながら，不断の点検・改善に努めていくことが求められる。 

④ 食に関する指導 

  ○  教師間の連携を図りながら，栄養教諭，栄養士等の専門性を生かした効果的

な取組が見られる。家庭科の指導では，調理器具を個別に使うなどの新型コロ

ナウイルス感染防止のための工夫をしながら調理実習に取り組んでいる。  

 ○ 全教職員の共通理解の下，食物アレルギーや偏食，肥満・やせ傾向のある児

童生徒に対して，課題改善を目的として指導を進めている。特に肥満傾向の児

童生徒に対して，毎日の食事内容や間食についてワークシートに記録をさせる

など，児童生徒自ら意識して改善に向かうような指導も見られる。 

◇ 各校や給食施設等においては，「食に関する指導の手引き－第二次改訂版－」

を参考に，食に関する指導に係る全体計画①②の作成及び整備を図ることが求

められている。 
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(8) 進路指導 

① 指導計画の作成の視点 

 ○ 中学校では，志教育や各教科等との関連が分かるように構造化した全体計画を作成

している。また，上級学校や職業を調査する学習などが系統的に計画・実施されてい

る。 

② 進路学習の充実 

 ○ 学級活動等の指導の充実を図り，児童生徒が自己の生き方を見つめたり，考えたり

する一助として，地域と連携したキャリアセッション等を行っている。 

 ○ 地域の人材や施設，行事，特産物を活用し，地域と一体となった教育活動を展開し，

生きる力を育んでいる。 

 ○ 学校，地域の実態に応じ，啓発的な体験学習を充実させるとともに，小・中学校の

系統性を重視した指導を行っている。 

 ○ 中学校では，生徒が主体的に進路を選択できるように，計画的・組織的な指導を行

っている。 

 ○ 「志シート」や「キャリア・パスポート」等を活用し，将来の生き方を考える活動

を行っている。 

③ 指導に生かす評価の工夫 

  ◇ 主体的に進路を選択する態度や，進路を選択し決定する能力について定期的に評価

し，指導計画や指導を具体的に改善していくことが求められる。 

 

(7) 放射線等に関する指導 

① 指導の推進に向けて 

◇  東日本大震災を契機とした放射線への関心の高まりを鑑み，原子力や放射線に関す

る指導を行う際は，各教科等及び環境教育，防災教育，健康教育，人権教育などを含

めて横断的な全体計画の作成が求められる。 

◇ いかなる理由があっても，原子力発電所の事故により避難してきている児童生徒へ

の「いじめ」は決して許されないことについて，その指導について改めて徹底する必

要がある。 

◇  各教科（生活科，社会科，理科，体育科，保健体育科等），総合的な学習の時間と

の関連を図りながら，「放射線副読本」（令和３年１０月改訂）を活用した活動を取

り入れるなど, 原子力や放射線の理解を深める指導の充実が望まれる。 

◇  中学校学習指導要領「理科」では，「真空放電と関連付けながら放射線の性質と利

用にも触れること」や「『原子の成り立ち』については，熱の伝わり方，放射線にも

触れること」が示されているので留意する。 

◇ 放射線に関する教育の実施についての理解を保護者等からも得られるように，家庭

でも「放射線副読本」を活用してもらえるように働き掛けるための工夫をしていくこ

とが求められる。 
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(9) 国際理解教育 
①  指導計画の作成の視点 
  ○ 児童生徒や学校及び地域の実態に応じた全体計画を作成している。 
 ◇ 異なる文化を持つ人々を受容し，共生するとともに，自らの考えや意志を発信し，  

具体的に行動することのできる態度・能力を身に付けさせるなどのねらいに沿って，
指導計画を作成することが望まれる。 

② 各教科等における国際理解教育 
 ○ ＡＬＴや地域の人材，関係機関，ＩＣＴを活用しながら，異文化に触れる機会を設

定している。 
 ○ 地域人材を活用した伝統文化の継承など，日本の文化を理解し，尊重する活動を充

実させる取組を行っている。 
③ 国際理解教育のための研修の推進 
 ◇ 国際理解教育を推進するための校内組織や研究体制を整備し，世界の歴史や文化，  

言語についての学習を充実させることが求められる。 
 ◇ 日本語指導が必要な外国人児童生徒への指導については，個々の日本語能力，母  

語の能力，基礎的な学力，文化的背景等を踏まえた対応が求められる。個々に適切に
対応するため，文部科学省作成資料等を活用した研修を深めることが求められる。 

＜参考となる資料等＞ 
 文部科学省作成資料（文部科学省ＨＰ） 
 ・「外国人児童生徒受入れの手引き」 
 ・「外国人児童生徒教育研修マニュアル」 
 ・「外国人児童生徒のためのＪＳＬ対話型アセスメントＤＬＡ」 
 ・「『特別の教育課程』による日本語指導に関する事項」 
 出入国在留管理長及び文化庁 
 ・「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」 

 

(10) 情報教育 
① 情報活用能力を育成する指導計画の作成 
  ○ 情報活用能力の育成及びＩＣＴを活用した教科指導の充実を目指して，各教科等の

目標及び内容との関連を図った全体計画を作成している。 
② 情報手段の適切な活用 
 ○ 授業において，タブレット端末，プロジェクター，電子黒板，実物投影機，デジタ

ル教科書，デジタルコンテンツ等を効果的に活用している。 
 ○ 各教科等の学習目標を達成するために，資料を提示する場面や児童生徒が考えを伝

え合う場面，振り返りの場面において，ＧＩＧＡスクール構想により整備された１人
１台端末の積極的な活用を図る。 

  ◇ 児童生徒の情報モラルを高め，安全かつ有意義に活用させるために，各教科等に  
おいて情報モラル教育が行われている。様々な資料を活用しながら，より一層の指導
の充実が望まれる。 

③ 情報教育推進のための校内体制 
 ○ 学校ＣＩＯ及び情報化推進リーダーを校務分掌に位置付けるとともに，情報セキ  

ュリティに関する校内規定を作成している。 
  ◇ 情報化推進委員会を設置し，定期的な点検を行うなど，情報セキュリティの確保  

の徹底が一層求められる。 
 ◇ 小学校では，プログラミング教育等に係る校内研修を実施・充実することが望ま  

れる。 

＜参考となる資料等＞ 
 ・「みやぎ情報活用ノート（中学校編）」  宮城県教育委員会    R1.11 
 ・「みやぎ情報活用ノート（小学校編）」  宮城県教育委員会    H31.3 
 ・「プログラミング教育校内研修ナビ」  宮城県総合教育センター H30 成果物 
 ・「プログラミング教育スタートパック」 宮城県総合教育センター H29 成果物 
  ・「みやぎＳＮＳナビゲーション」    宮城県総合教育センター H28 成果物 
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(11) 環境教育 

① 課題意識を高める指導計画の作成 

 ○  各教科等と関連させた指導計画や SDGs など今日的な課題を取り入れた指導計画が

作成されている。 

◇ 学校や地域の実態を踏まえ，身近な環境の諸問題に対する課題意識を高める題材の

開発と，それらを系統的に位置付けた指導計画の見直しや整備がより一層望まれる。 

② 体験活動や探究活動を重視した指導の充実 

 ○ コロナ禍で実施内容の変更を余儀なくされるなか，児童生徒の発達段階に応じた

様々な自然体験活動や探究活動を通して，豊かな環境を守り，未来に引き継いでいこ

うとする意識や態度を育成しようとしている。 

 ◇  身近な環境との関わりの中で，持続可能な社会を構築することの必要性やそのため

の環境保全の重要性について理解を促す指導，教科等の枠を超えた横断的な学習活動

を更に充実させる必要がある。 

③ 環境教育推進のための研修等の充実 

  ○ 家庭や地域社会との相互補完に努めながら，環境教育に関わる民間団体，事業者，  

や社会教育施設，行政等と連携・協働した教育活動の充実を図っている。 

 

(12) 福祉教育 

①  福祉教育のねらいを踏まえた指導計画の作成と実施  

 ○ 学校や地域の実態や児童生徒の発達の段階を踏まえ，各教科等との関連を図った  

全体計画を作成している。 

 ○ 青少年赤十字活動等，福祉関連の活動を教育計画に位置付け，募金活動等の具体  

的な活動を実践することにより，人の役に立つことを進んで実践する態度を育て  

ている。 

②  「共に生きる」福祉の心を育てる指導の充実  

  ○ 各教科，特別な教科道徳や特別活動，総合的な学習の時間及び道徳教育との関連を

図りながら，キャップハンディ体験やボランティア活動を取り入れるなど,「共に生き

る」精神を育み，福祉の心の涵養に努めている。今年度も新型コロナウイルス感染症

予防の対応により，身近な施設（幼稚園，社会福祉施設等）との交流学習や体験活動

が通常の体制で実施できなかった学校（園）も多かったが，それぞれの実情に応じて

工夫しながら取り組んでいる。 

③ 校内研修体制の確立 

  ◇ 福祉教育は学校教育の様々な場面で意図的・計画的に実践されているものであり，

福祉教育のねらいが達成されるよう，学校規模や地域の実態等を考慮し，学校の実態

に応じた校内研修体制を確立し，その推進に努める。 
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(13) 人権教育 

①  「共生の心」を育てる人権教育の推進  

 ○ 人権尊重の精神を基盤として，様々な偏見や差別をなくし，異文化や多様性を理解

し，互いによりよく生きようとする教育活動を展開している。 

 ◇ 性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ）への理解を広げるための取組を積極的に行って  

いる学校が見られる。今後，教師や保護者の理解を深めるための配慮事項を含めた  

校内研修を更に充実していくことが求められる。 

② 人権意識を高めるための指導計画の作成と指導の充実  

 ○ 児童生徒の実態や発達の段階を踏まえ，各教科，特別の教科道徳，外国語活動，外

国語，総合的な学習の時間及び特別活動との関連を図った全体計画を作成している。 

 ◇ 全体計画を受けて，具体的な指導内容と指導の場を明確にした年間指導計画の整  

備と改善のための評価が求められる。 

◇ いじめの未然防止や早期発見，早期対応のための校内体制を確立し，一人一人の基

本的人権を大切にした生徒指導の充実に努めているが，児童生徒間のトラブルの初期

対応等が不十分な場合，後々問題が複雑化し，多大な時間と労力を要するケースが見

られる。 

③ 校内研修体制等の充実 

  ◇ 人権に配慮した教室環境や言語環境の整備，望ましい集団づくりに努めている。  

今後一層共生の心や実践的な態度を育成するための指導の充実が求められる。 

 ◇ 教職員自らが人権意識を高め，自らの言動を振り返り，児童生徒一人一人の主体性

を尊重することによって，人権意識を児童生徒にも浸透させていくなど，良好な人間

関係づくりに一層努めることが望まれる。 

 

(14) 図書館教育 

① 学校図書館の機能の充実 

 ○ 公共の図書館と連携し，各教科等の指導と関連する図書を学級に配置し，活用  

する学校が見られる。 

 ○ 司書教諭や学校司書，図書館教育担当者を中心に，図書委員会等，児童生徒主  

体の取組を推進させながら，読書活動の活性化や環境の充実に努めている。 

◇ 読書センター，学習センター，情報センターの３つの機能がバランスよく発揮  

されるよう更に蔵書の整備や資料の収集・整理に努めることが望まれる。  

 ◇ 第四次みやぎ子供読書活動推進計画を踏まえ，楽しむ読書，調べる読書，考える

読書の推進を図り，学習指導要領を踏まえた児童生徒の主体的・自発的な読書活動,

各教科等での学校図書館を活用した学習活動が望まれる。 

② 年間指導計画の改善と積極的な利活用 

 ○ 学校の教育目標及び各教科等と関連を図り，児童生徒の発達段階を踏まえた全体計

画を作成している。 

 ◇ 言語活動の充実とともに問題解決的な学習や探究的な学習等を推進できるよう，  

図書館の積極的な利活用を図る指導計画の作成と改善が望まれる。 

③ 利用指導と図書指導の充実・強化 

 ◇  図書館利用の習慣形成を目指し，学校図書館の利活用の仕方を身に付けさせると  

ともに，進んで学校図書館を利用し，読書に親しもうとする児童生徒の育成に努め  

ることが望まれる。 

④ 地域に開かれた学校図書館づくり 

 ○ 地域ボランティアの導入や公共の図書館の利活用等，家庭や地域との連携を図  

りながら学校図書館づくりに努めている学校が見られる。 
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(15) ふるさと教育 

① ねらいを踏まえた指導計画の作成  
 ○ 志教育との関連を図りながら，各教科等との関連や児童生徒の実態を踏まえ，地域

の特色を生かした全体計画を作成している。 
② 郷土を愛する心情と態度を育てる指導の充実  
 ○ 各教科等において，郷土の人々の生活や産業，歴史，自然，伝統芸能等に親しむ体

験活動や交流活動を積極的に取り入れ，郷土を愛しその発展に寄与しようとする心情
と態度の育成を図っている。 

○ コロナ禍で外部との交流も難しい中ではあるが，代替の活動や学校としての継続活
動が途切れない工夫を図っている。 

③ 地域素材の教材化と人材活用 
 ○ 地域素材の教材化に努め，交流活動や関係施設との連携を大切にしつつ，身近な地

域に対する理解と愛着が深まるような学習活動の展開を図っている。 

 

(16) 主権者教育等 

①  主権者教育，租税教育，消費者教育の推進  
 ◇ 租税教室等を実施し，将来の社会を担う主権者として必要な基礎的な知識・技能  

及び態度を段階的・系統的に身に付けられるように努めている。社会科や家庭科，技
術・家庭科等，学習指導要領に基づいた指導を着実に行うことが求められる。  

②  各学校種に応じた主権者教育等の充実  
 ○  幼稚園等では,人やものとの関わりを重視した様々な体験を通して,幼児自らが気  

付き,考えられる保育を工夫している。お店屋さんごっこや物を大切にする保育実践
をとおして，消費者教育の基礎を培っている。 

 ○ 令和４年４月から成年年齢が１８歳に引き下げられたことに伴い，中学校の公民分
野の授業で，社会参画意識を高めることを意図した学習内容が計画されている。 

◇ 小・中学校では,児童生徒自らが，各教科等の学習を基に生活上の諸問題を解決し  
たり，諸活動を計画・運営したりするなど，主体的に社会参画することの意義や価  
値を発達の段階に応じて身に付けられる指導を工夫している。今後一層，児童生徒  
の主体性を生かした教育活動が求められる。  

③ 教員の研修機会の充実  
 ◇ 主権者教育等への正しい理解に加え，優れた教材の開発や外部人材の活用・関係  

機関との連携等，指導の効果を上げるための研修が望まれる。  

 

(17) へき地教育 

① 地域や学校の実態に即した教育活動の推進 
 ○ 地域の自然や伝統文化等の教育資源の活用，小規模校の特色を生かした学校独自  

の活動など，創意ある教育活動が展開されている。 
 ○ 交流学習，集合学習，体験学習，合同授業等を目的に応じて計画的に行い，社会  

性や協調性及び表現力の育成に努めている。 
② 少人数指導の工夫と改善 
 ○ 学習内容に応じて合同授業やＴＴ，教科担任制等による指導を導入し，個に応じ  

たきめ細かい指導の充実に努めている。 
 ○ 複式学級の指導に当たっては，「複式指導計画」等を作成し，「一人学び」と「共

学び」を効果的に取り入れるなど指導の工夫と充実を図っている。 
 ◇ 複式学級の複線型指導過程（「わたり」や「ずらし」）については，授業の始めに

本時の学習の見通しを明確に持たせるようにするとともに，直接指導と間接指導  
をバランスよく効果的に位置付けることが求められる。 

 ◇ 複式学級の指導の効率化を図るＩＣＴ活用の工夫が求められる。 
③ 地域社会との連携 
  ○ 地域の特性や学校への期待感を的確に捉えた上で地域の教育課題を明らかにし，  

地域の人々との連携・協調を図りながら，地域に根ざした協働教育を推進している。 
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２ 特別支援教育について ○：良好な点 ◇:次年度に向けて取り組んでほしい点 

 

（１）特別支援教育の理念 

  〇 学校教育法等の改正により，特殊教育が平成１９年４月から特別支援教育の本格的実施に移行さ

れた。以来，就学制度改正や障害者差別解消法の施行等が行われるなど，社会情勢が変化してきて

いる。それとともに学校現場においても特別支援教育の理念が一層浸透してきつつある。 

 ○ 通常の学級に在籍する，特別の支援を必要とする児童生徒に適切に対処するため，全ての教

職員が共通理解し，それぞれの立場や役割で日常の支援に努力をしている。 

  ◇ 障害のある子供などへの教育にとどまらず，障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ

様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであると認識しながら取

り組むことが望まれる。  

（２）教育課程の編成 

  ○ 特別支援学級や通級による指導では，児童生徒の障害の程度や学級の実態を考慮した教育課

程が編成されている。また，「自立活動」が適切に教育課程に位置付けられている。 

  ◇ 「教育課程の編成の特例に係る届出」作成の際に，特別支援教育課より示されている留意点

について十分吟味せずに提出されたケースや，学校として統一した形で整理されていないケー

スも見られたので，各市町教育員会に提出する前に学校として確認する必要がある。 

（３）個別の教育支援計画及び個別の指導計画 

  ○ 特別支援学級在籍児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒について，各市町の共通様式

を活用し，全ての学校で作成し活用されている。また，関係機関との関りを位置付け，各種専

門家との効果的な連携に努めている。 

  ◇ 自立活動の目的を確認し，個々の実態把握に基づいて得られた課題や課題相互の関連を整理

し，効果が一層上がるよう具体的な記載と活用が求められる。 

（４）教科別，領域別の指導及び各教科等を合わせて行う指導 

   ○ 児童生徒の実態を的確に把握し，活動する時間を十分に確保したりＩＣＴを活用したりする

など，ユニバーサルデザインを意識して児童生徒の興味・関心を高める授業が見られる。 

  ○ 通級指導教室での学習を在籍学級での生活や日常生活に生かすため，担当者と学級担任が連

携し，指導の充実，工夫，改善を図る取組が見られる。 

  ◇ 通常の学級における授業では，発達障害等の疑いのある児童生徒の実態把握が不十分で，授

業の構成や指導及び支援が適切でない場面が見られる。一人一人の実態や特性に合わせた指導

内容や指導方法を工夫することが必要である。 

（５）校（園）体制の整備及び必要な取組 

  ○ 個々の児童生徒の障害に応じた指導の充実のために校内体制を工夫し，担任以外の教員も協

力して指導に関わっている様子が見られる。また，特別支援教育コーディネーターが中心とな

って学級担任への支援や保護者等との相談，ケース会議の運営や関係機関との連携に当たって

おり，校内における組織体制の充実が図られてきている。 

  ◇ 特別支援教育コーディネーターの経験値によって校内での支援に差が見られる。市町教委と

連携しながら特別支援教育コーディネーターの育成に力を入れる必要がある。 

（６）交流及び共同学習，障害者理解等 

  ○ 通常の学級と特別支援学級との交流及び共同学習は，子供の実態に応じて各教科等の学習や

各種行事等への参加など，より多くの機会を捉えながら積極的に行われている。 

  ○ コロナ禍での居住地校学習については，間接的な交流学習やオンラインでの交流等，各支援

学校と相談し工夫しながら運営している。来年度も創意工夫しながら取り組む必要がある。 

（７）進路指導 

  ○ 障害のある児童生徒の適切な進路選択に向け，児童生徒や保護者の進路希望等を適切に把握

し，発達段階に応じた系統的な指導・支援に努め，保護者との合意形成に努めている。 

（８）就学支援 

  ○ 市町各校（園）の体制整備が進み，委員会や研修会が定期に開催されるようになるとともに

発達障害を含む気になる幼児や児童の早期発見に努め，小学校や中学校への引継ぎ体制も確立

してきている。今後，更に保・幼，小，中の連携を重視していく必要がある。 

（９）教員の専門性の向上 

  ◇ 管内では，発達障害に係る授業抜け出しや授業妨害等の問題行動が増加しており，対応に苦

慮している教師，学校も増えている。こうした児童生徒への適切な対応の在り方について，す

べての教職員が知識・技能を身に付けられる研修会等の機会を今後も計画していく。 
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３ 各教科等について  ○：良好な点 ◇：次年度に向けて取り組んでほしい点  

(1) 国 語 

○ 学習指導要領に基づき，児童生徒に身に付けさせたい力と指導目標を明確にし，指導
内容を重点化した指導と評価の計画の作成に努めている。 

○ 協働的な学びを意識し，グループによる対話や付箋による交流などの活動を適宜取り
入れて，その積み重ねにより，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を目
指そうとしている。 

○ 小学校低学年から学習計画表を活用し，児童生徒に学習の見通しを持たせたり，単元
全体に係る言語活動を確認させたりしながら，主体的な学びを実現しようとする取組が
見られる。 

○ １人１台端末の効果的な活用に向けて，アプリを活用する場面を積極的に設定し，主
に考えたことを表現・共有する場面で効果が見られる。 

○ 「書くこと」の授業において，系統性を押さえ，指導事項の差がどこにあるか確認し，
単元で付けたい力を明確にした実践が見られる。 

○ 「読むこと」の授業において，登場人物の行動や様子が具体的に分かる言葉に着目し
サイドラインを引いたり，教科書の挿絵や登場人物の心情曲線を掲示したり，様々な手
立てを講じたことで，登場人物の気持ちを想像することができた実践が見られる。  

◇ 必要な資質・能力を育成するためには，知識や技能を相互に関連付けながら，思考・
判断・表現する場面が生まれるような言語活動を設定することが求められる。 

◇ 語彙力の定着を図るためには，授業における「取り立て指導」と「取り上げ指導」の
語彙指導を充実させるとともに，日常的な辞書や事典の活用，言語環境の整備等が望ま
れる。 

◇ ＩＣＴ活用については，積極的な活用を推奨しつつも，活用そのものが授業の目的と
ならないように留意する必要がある。 

(2) 社 会 

○ 単元を貫く学習課題を設定し，その課題を意識しながら毎時間の学習課題の解決を行
い，課題追究意欲を継続させながら単元全体の学びのまとめを行えるように単元構成を
工夫している事例が見られる。 

○ 導入段階でＩＣＴを活用して資料提示の工夫をし，見たい，知りたいといった児童生
徒の知的好奇心を喚起するとともに，児童生徒の問いから学習課題を設定する授業が見
られる。 

〇 設定された課題を追求する過程で，まず個々に自分なりの考えを持たせ，その後，ペ
アやグループ等で話し合わせ，それぞれに出された考えや意見の共通点や相違点等を確
認しながら，学習を展開したりまとめたりする授業が見られる。 

○ ＩＣＴ，特にタブレット端末の扱いに生徒も教師も次第に慣れてきていると感じる。
ペアやグループでの協働の学びの場面や，全体での考えの共有の場面で効果的な活用が
見られる。 

○ 中学校において，これまでよりも主体的・対話的な学び，協働的な学びを意識した授
業展開が見られた。社会的事象に対して生徒が多面的・多角的に考えられるような指導
の工夫が見られる。 

◇ 評価規準の「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と「十分満足できる」状況（Ａ）の設
定の仕方が適切でない事例がまだ見られる。特に「十分満足できる」状況（Ａ）の評価
規準設定について，十分に吟味する必要がある。 

◇ 単元の指導計画において評価規準を設定する際に，３観点のバランス，特に「主体的
に学習に取り組む態度」の配置を考える必要がある。また，指導計画の中の評価におい
て，「評価したことを記録に残す評価」（小学校），「評定に用いる評価」「学習改善につな
げる評価」（中学校）のバランスを考えて設定する必要がある。  

◇ 数年来，小学校の社会科の授業提供が少なくなっている。指導主事学校訪問の形態変
更により提供授業数が少なくなり，こうした状況が他教科でも起きているが，校内研究
の教科に偏らず，年次計画的に各教科のバランスに配慮する必要を感じる。  
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(4) 理 科 

○ タブレット端末のアプリを活用して，既習事項を基に本時の学習課題の解決に主体的に

取り組む様子が見られる。グループでの活動を行ったことで，気が付いたことや考えたこ

となどについての交流を積極的に行う様子が見られる。これにより，観察，実験の結果や

考察について深く考えることにもなり，言語活動の充実を図ることにつながっている。 

○ 単元の始めに，自ら立てた単元計画を基に児童が主体的に学習活動に向かう実践が見ら

れる。タブレット端末の活用にも慣れていて，常日頃から活用して授業を進めている。実

験の様子を動画で記録に残したり，スタディ・ログから友達の取組や考えを参考にして，

自らの課題を解決したりしている様子が見られる。 

○ 児童生徒が，本時の学びに興味・関心を持って取り組むことができるように，児童生徒

の意欲を引き出す導入における問題提示の工夫をしている実践が見られる。 

○ プレゼンテーションソフトや動画を提示するなど，ＩＣＴを効果的に活用して，本時の

学習への意欲付けを図ろうとする実践が見られる。 

〇 タブレット端末のアプリを活用し，実験のデータの管理や累積，グラフの作成を行った

り，グループ発表のプレゼン資料の作成を行ったりする事例が見られる。 

〇 児童生徒一人一人の実験のデータや気付きや考え，考察内容などを指導者が蓄積・累積

して評価に役立てる活用事例が見られる。 

◇ 「ＩＣＴ活用は当たり前」という考えへのシフトチェンジを進め，指導者が意図的にそ

の活用を図ると同時に，実験・観察等の場面における児童生徒の活用についても積極的に

進めることが求められる。 

◇ 児童生徒が予想や仮説を立て，観察や実験の方法を見いだす活動を行い，見通しを持っ

て学習活動に取り組めるようにすることが望まれる。 

◇ 観察，実験，野外観察等における事故防止に努めるとともに，使用薬品の管理及び廃棄

についても適切な措置をとるよう配慮していくことが望まれる。 

 

  

(3) 算数，数学 

○ 日常の事象や社会の事象から問題を取り上げるとともに，児童生徒の意欲を高めたり学 

びの必要性を喚起したりするような学習課題の設定や，提示の仕方を工夫している授業が 

見られる。 

○ 具体物，図，言葉，数，式，表，グラフなどの数学的な表現を用いて問題を解決したり， 

自分の考えを説明したり，伝え合ったりする学習活動を，ＩＣＴを効果的に活用しながら

取り入れている。 

○ 抽象的・形式的な概念や原理を理解させたり，数量や図形についての感覚を豊かにした 

りするために，教材・教具やＩＣＴの効果的な活用を図っている。 

◇ 児童生徒の予想される反応やつまずきを洗い出し，その生かし方や具体的な支援策を明 

確にした指導が望まれる。 

◇ 学び合いの場面では，話合いの観点と方向性を明確にし，集団としての学びが深まるよ

うな協働的な学習指導の工夫が求められる。 

◇ １単位時間の中で適用問題を適宜取り入れ，学習内容の定着を確実に図ることが望まれ

る。 

◇ ねらいに応じて学習形態を工夫したり，補充的な学習や発展的な学習を適切に取り入れ 

たりするなど，個別最適化された学習指導の工夫が求められる。 

◇ 学習のまとめだけでなく，思考の過程や結果に対しても振り返らせ，スタディ・ログを

活用して，児童生徒に自身の学びを調整させる指導をすることが望まれる。 

◇ 小学校では，プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けさせるための学習 

活動を，適切に位置付けることが求められる。 
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(5) 生 活 

○ 児童が主体的に取り組む姿を引き出すために，導入において，児童一人一人がこれま

での活動を振り返ったり，自分の活動のめあてを自分で決めたりすることに丁寧に取り

組ませる実践が見られる。 

○ 幼稚園等との交流活動を年間指導計画に位置付け，保幼小連携を積極的に図っている

学校が見られる。 

◯ スタートカリキュラムとして「幼稚園・保育所等での経験を生かす」「合科的・関連的

な指導を進める」「授業時数や内容を工夫する」等の視点を大切にしている学校がある。 

◇ 合科的・関連的な指導を進めるには，授業の単位時間を１５分モジュールで区切った

り，場合によっては伸ばしたりしながら柔軟な時間割を進めることも望まれる。 

◇ 具体的な活動を通して気付いたことを基に考えることができるようにするため，「見

付ける」「比べる」「たとえる」「試す」「見通す」「工夫する」などの多様な学習活動が求

められる。 

◇ 気付きの質を高めるために，「試行錯誤や繰り返す活動の工夫」「伝え合い交流する場

の工夫」「振り返り表現する機会の設定」など学習活動や学習環境の工夫が求められる。 

(6) 音 楽 

○ 音色や旋律等の特徴について，キーワードカードを活用しながら，例えば管楽器のベ

ルの向きや演奏法のまねをする活動を取り入れることで，音楽的な見方・考え方を働か

せ，他者と協働しながら音楽表現を生み出す活動が見られる。 

○ 鑑賞の授業でＩＣＴを活用して楽器の写真を提示し，旋律は音で聴かせワークシート

に書かせる等，聴覚だけでなく視覚などを働かせながら音楽を聴き深める一連の過程を

大切にした実践が見られる。 

○ 小学校では学校感染症対策のため，１５分以内で器楽演奏を実施したり，鍵盤ハーモ

ニカの代替として，１人１台端末のアプリを活用する事例が見られる。 

◇ 表現及び鑑賞の幅広い学習を通して，音楽のよさや美しさなどを自分の感じ方で味わ

いながら思考・判断し，表現する一連の過程を大切にした学習の充実が求められる。 

◇ 表現と鑑賞及び共通事項との関連を図りながら，各学年の目標に準拠した具体的な評

価規準を作成し，学習過程や成果等を把握して指導に生かしたり，指導計画や指導方法

の工夫・改善に役立てたりすることが求められる。 

(7) 図画工作，美術 

○ 着彩に課題を持つ生徒に配慮した指導計画を作成し，着彩の基本について確認しなが

ら多様な水彩技法を紹介し，生徒一人一人のイメージに合った構想を練らせている。ま

た，指導者と生徒の関係性が良好で，生徒が自己表現を楽しんでいる姿が多く見られる。 

○ マインドマップの手法を使いながら主題設定に向けたイメージを広げさせ，制作活動

への意欲を高めるとともに，制作カードを使用して，一人一人が自分の目標に対する活

動の見通しを記入しながら，次時への意欲を継続できるような 

○ 図工や美術の時間に製作した児童生徒の作品に教師が励ましのコメントを書き入れ，

児童生徒の更なる制作意欲を引き出している。また，美術作品を校内に掲示し，日常的

に鑑賞できる環境を設定している学校が多く見られる。 

◇ 表現と鑑賞の指導の関連を一層図るために，年間計画に的確に位置付けた授業展開を

意識する必要がある。更に，単元及び一単位時間の中で再構成を図る視点が必要である。 

◇ 指導主事訪問の形態が変わってから，１校で提供される授業が少なくなり，教科にも

偏りが生じている。こうした状況は数年続いているが，今後も続くことが予想される。

今後は，学校訪問における提供授業について，教科の偏りが生じないよう複数年計画で

考えることも必要ではないかと考える。 
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(9) 体育，保健体育 

○ 運動が苦手な児童生徒が意欲的に取り組める場を複数設定し，課題意識を明確にしな

がら友達とともに運動に取り組ませたり，学習カードに技のチェックや感想に加え友達

からのコメント記入欄を設け相互評価を行わせたりするなどして，友達と関わりながら

体を動かす楽しさや喜びを味わい課題を解決させる指導の工夫が見られる。 

○ ＩＣＴを活用することによって，基本動作のポイントやイメージを明確にした児童生

徒の学び合いの場や自己調整の時間を適切に設定している授業が見られる。 

○ 中学校において，男女共修で取り組む実践が増えている。性差，体力差があっても，

ルールやメンバー構成を工夫することにより，豊かなスポーツライフにつながる学びを

深めている姿が見られる。 

◇ 知識・技能の習得にのみ終始した授業構成ではなく，児童生徒に思考・判断・表現さ

せる取組の工夫が必要である。児童生徒に気付かせたい運動のポイント等については，

教師からの教え込みではなく，児童生徒からの気付きを引き出せるように，発問や資料

提示の工夫をするなどしていくことが求められる。 

◇ ＩＣＴ活用と運動量の確保についての課題は，ＩＣＴ活用の場面を限定したり，単元

において活用する時間を設定したりするなどの工夫をするなど，よりよい活用方法につ

いて継続的に検討をしていく必要がある。また，運動の強度を変化させるなどして，運

動量を工夫することも検討することが望まれる。 

◇ 保健領域では，心身の健康の大切さを認識し，健康なライフスタイルの確立に向けた

指導が望まれる。また，「する，見る，支える，知る」のスポーツとの多様な関わり方に

ついて，具体的な体験や保健の実習を取り入れるなどの工夫が望まれる。 

◇ 各領域の内容を指導する際は，コミュニケーション能力や論理的な思考力の育成を促

す言語活動を積極的に行うことが望まれる。 

(8) 家庭，技術・家庭 

○ 家庭分野では，生徒の興味・関心や実態を踏まえた題材の開発や学習形態の工夫を図

る授業が見られる。コロナ禍において，幼児や高齢者との交流に制限があるものの，ロ

ールプレイやＩＣＴを効果的に活用し，相手の気持ちに寄り添った学習が展開されてい

る。また，調理実習は個別の調理のみにしたり，学校で実習計画を作成し，調理は家庭

の協力を得て行ったりする等，柔軟な計画により実施されている。 

○ 技術分野では，生徒の興味・関心を高める資料を提示する等，ＩＣＴを効果的に活用

している。実際にアクリル板を使って四角形の構造に組み合わせ，構造を強化する等の

実践的・体験的な活動の充実を図った実践が見られる。 

◇ 目的を明確にした実習を重視するとともに，習得した知識や技能を生活に活用できる

ような問題解決的な学習活動の工夫が求められる。 

◇ 指導計画の作成と改善に当たっては，小学校では２年間，中学校では３年間を見通し

た内容相互の関連を図り，系統性を踏まえることが求められる。特に，成年年齢の引き

下げにより消費者教育の充実が求められる。また，児童生徒が取り組む学習活動に即し

て，評価規準を明確に位置付けることが求められる。 

◇ 小学校「Ａ家族・家庭生活」(4)「家族・家庭生活についての課題と実践」については 

実践的な活動を家庭や地域で行うことができるように配慮し，２年間で一つ又は二つの

課題を設定して履修できるようにする。中学校「Ａ家族・家庭生活」(4)「Ｂ衣食住の生

活」(7)「Ｃ消費生活・環境」(3)については，三項目のうち，一つ以上の項目を選択し

て履修できるようにする必要がある。 
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(10) 外国語活動，外国語 
○ 単元計画に「ＣＡＮ－ＤＯリスト」形式での到達目標や評価規準，単元の終末の活動

を設定し，単元の終末の活動に向けたスモールステップを設定している授業が見られ

る。 

○ ＡＬＴとのデモンストレーション，教師自身のモデルの提示，クラスルームイングリ

ッシュの運用等，英語で授業を進めている授業が見られる。 

○ 児童生徒の関心・意欲を引き出し，英語を会話のツールとして使用することの必要性

を感じるように目的や場面，状況を明確に設定し，実際に自分の考えや意見を伝え合う

言語活動を行っている授業が見られる。 

○ 既習表現を使おうとする意欲や態度を認め称賛するなど，英語でコミュニケーション

を図る楽しさを実感できるよう支援している。 

○ 既習事項の定着を目的として，スモールトークを授業の帯活動やウォームアップとし

て行っている授業が見られる。 

○ 単元のねらい達成のために，デジタル教科書等を個別最適な学びに活用している授業

が見られる。 

◇ 単元や１単位時間の「ねらい」を明確にし，その「ねらい」に対する「振り返り」を

行うことが求められる。 

◇ 単元終末のパフォーマンステスト（言語活動）に向けて，「言語材料等の指導→言語活

動」の順ではなく，「言語活動→言語材料等の指導→言語活動（相手を変える等して）」

の順で指導し，めあての達成のために言語材料等を学ぶ必要があると児童生徒に感じさ

せる指導が求められる。 

◇ 言語活動では，教師が活動途中で中間評価（指導）を行い，活動の目的を確認したり，

児童生徒が用いた優れた表現や英語にできなかった表現を確認（指導）したりすること

で，気付きや思考を促すような指導が求められる。 

◇ 単元計画の評価の設定の際に【知識・技能】の【技能】と【思考・判断・表現】の【表

現】について明確に区別して指導することが求められる。 

◇ コミュニケーションの場面や状況，文脈からその意味や使い方を推測し，捉えさせる

ような指導が求められる。 

◇ 小学校では，音声で十分に慣れ親しんだ語句や表現を書き写したり，読んだりするよ

う指導する必要がある。中学校でも，文法指導から入るのではなく，十分に音声を聞か

せ，場面や状況から意味を推測させて，新出表現の文構造に気付かせるなど，小中連携

を意識した授業づくりが求められる。 

＜参考となる資料等＞ 

 ・MEXTチャンネル                    文部科学省 

 ・学習指導に関する資料・研修パック（外国語活動・外国語） 

宮城県総合教育センター 
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(11) 特別の教科 道徳 

○ 道徳科の特質を踏まえ，「考え，議論する道徳」の具現化を目指した授業が積極的に

実践されるようになってきている。また，校長のリーダーシップの下，多くの学校で重

点内容項目を定めた年間指導計画が策定され，実践されている。 

○ 導入においては，主題に対する問題意識を持たせたり，資料の内容に興味・関心を持

たせたりするなど，主体的な学習に向かうための動機付けが工夫されている。その時間

で考えるべき課題を明示する取組も多く見られる。 

○ 展開においては，発問を吟味・精選することで自己を見つめる段階の時間を十分に確

保し，多面的・多角的に価値を理解したり自分との関わりで考えを深めたりする活動に

じっくり取り組ませる工夫が見られる。 

○ 自分の考えを深め表現する過程において，役割演技や動作化，ｐ４ｃやロールプレイ，

思考ツール，教育相談的な手法等，多様なアプローチの方法を工夫する取組が見られる。 

○ 自ら考えを深めたり整理したりする機会として，書く活動が効果的に取り入れられて

いる。また，道徳ノートを活用し，考えたことや学んだことを継続的に累積している学

校が増えている。 

○  考えを出し合う，比較する，深めるなどの目的に応じて，ペアやグループでの話合い， 

座席配置等が工夫されている。 

○ 板書については，主人公の心情の変化や葛藤場面での対立した考えを構造的に分かり

やすく示したり，中心部分を強調したりする工夫が見られる。心情円グラフなど，視覚

的に思考しやすい工夫も見られる。 

○ 情報モラルに関する指導も計画的に行われている。道徳科で行う意義を踏まえた実践

に期待したい。 

○ ＩＣＴの活用については，教科書やノートの拡大提示を行い，考えたことを表現・共

有したり，思考ツールとして活用したりするなど，学びの深まりに結び付くような工夫

が見られる。 

◇ 登場人物の心情理解のみに終始する授業や期待する価値を押し付ける教師主導の授

業も散見される。児童生徒の思考の時間を確保することや学び合いを活性化することな

ど，指導の工夫・改善が求められる。 

◇ 評価がねらいの裏返しや達成度評価になっている授業が見られる。児童生徒が一面的

な見方から多面的・多角的な見方へと発展させているか，道徳的価値の理解を自分との

関わりの中で深めているかなどの視点で評価することが求められる。指導要録の評価に

ついても，個々の教材，内容項目ごとではなく，おおくくりなまとまりを踏まえて記述

するなど，校内での話合いや研修会を通して，共通理解を図ることが求められる。 

◇ 道徳教育との関連も含めた内容項目の理解と児童生徒の実態把握を確実に行い，本時

の指導では「このようなことを考えさせたり気付かせたりしたい」とする「教師の明確

な意図」を大切にした授業づくりを目指したい。 

◇ 教科書の使用とともに，内容項目に合致した場面での「みやぎの先人集『未来への架

け橋』（第１集・第２集）」を年間指導計画に位置付け，各学校の特色ある指導を目指

すことが望まれる。 
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(13) 特別活動 

○ 学習指導要領の趣旨を踏まえ，児童生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るために，年

間を通して学級活動を計画的に設定し，ＰＤＣＡサイクルを生かした実践に取り組んでいる学校

が見られる。 

○ 児童生徒による話合い活動を充実させるために，発達の段階に即した話合い活動のマニュアル

を作成したり，話型を示したりするなどの工夫をしている学校が見られる。 

○ 「みんなで，よりよい学級・学校生活をつくる特別活動 小学校編」（平成３０年１２月国立

教育政策研究所），「学級・学校文化を創る特別活動 中学校編」（平成２８年３月国立教育政

策研究所）を活用した授業が見られる。 

◇ 特別活動の学習の一層の充実を図るための重要な道具としてＩＣＴを位置付け，活用する場面

を適切に選択し，教師の丁寧な指導の下で学習の場を広げたり，学習の質を高めたり効果的に活

用することが重要である。 

◇ 自校の実態に即して，児童生徒にどのような資質・能力を育みたいのかを明確にした全体計画

を作成することが求められる。また，話し合う必要感を児童生徒に持たせるための指導の工夫・

改善が望まれる。 

◇ 評価については，校内で共通理解を図るとともに，情報交換を積極的に行うなど，学校全体で

評価体制を確立し，児童生徒のよさや可能性を多面的・総合的に評価することが求められる。今

後の指導に当たっては，『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する資料』の活用が望

まれる。 

◇ 「キャリア・パスポート」の在り方や活用方法，指導上の留意事項，学年・校種間の引継ぎ等

については，文部科学省事務連絡（平成３１年３月２９日付，令和３年２月１９日付）を再確認

するとともに，学んだことを振り返りながら，新たな学習や生活への意欲につなげたり，将来の

生き方を考えたりする活動への活用が望まれる。 

 

 

(12) 総合的な学習の時間 

○ 学習指導要領の趣旨を踏まえ，自校の目標や内容を設定し,各学年や全学年で取り組む学習活

動や指導方法，評価等を系統立てて策定している学校が多い。 

○ 新型コロナウイルス感染防止のため，指導計画等の変更を余儀なくされる中，柔軟に計画の見

直しや修正を行い，目指す資質・能力の育成を図っている学校が多い。 

○ 防災教育を「総合的な学習の時間」に適切に組み込み，課題意識を持って被災地見学を取り入

れる学校が増えている。 

○ タブレット端末等，ＩＣＴを効果的に活用している学校が多い。ＩＣＴスキル習得のための時

数活用も見られ，他教科でのＩＣＴ活用力向上にもつながっている。 

◇ 「目標を実現するにふさわしい探究課題」「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資

質・能力」を，適切に設定することが求められる。 

◇ 探究的な学習の基盤となる，課題設定，情報収集，整理・分析，まとめ・表現の過程を，児童

生徒の主体性を大切にしながら発展的に繰り返していくことが望まれる。 

◇ 総合的な学習の時間においても，小中連携を意識し指導計画等を共有する必要がある。小学校

での学びが中学校での学習に生かされていない例も見受けられる。 

◇ 年度始め，中間，年度末などに，総合的な学習の時間について，学校全体で確認したり振り返

ったりする機会を設け，指導計画の改善を図っていくことが大切である。 

◇ 様々な体験活動，地域の教材や学習環境を積極的に取り入れていくことは，引き続き重視する

必要がある。 
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